
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

遊
漁
規
則
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

教
育
委
員
会
告
示

技
能
教
育
施
設
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
大
分
猪
野
店

大
分
市
大
字
猪
野
字
猪
野
原
千
二
百
五
十
一
番

外
七
筆

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳

井

隆

博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名変

更
前

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

白

石

正

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

変
更
後

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳

井

隆

博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

４

変
更
の
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名令

和
三
年
四
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
八
月
四
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
九
月
七
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
七
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
一

月
七
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

目

次

令

和

三

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

四

〇

号

九

月

七

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
九
月
七
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
下
郡
店

大
分
市
下
郡
南
三
丁
目
二
百
二
十
三
番
地

外
二
筆

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳

井

隆

博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名変

更
前

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

白

石

正

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

変
更
後

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳

井

隆

博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

４

変
更
の
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名令

和
三
年
四
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
八
月
四
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
九
月
七
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
七
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
一

月
七
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

宇
佐
市
複
合
店
舗

宇
佐
市
大
字
辛
島
二
百
七
十
九
番
地
の
一

外
十
三
筆

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳

井

隆

博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

外
一
者

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名変

更
前

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

白

石

正

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

外
一
者

変
更
後

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

令
和
三
年
九
月
七
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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変
更
箇
所

変

更

後

変

更

前

第
六
条

（
禁
止
区

域
）

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
欄
の
期
間
中
遊
漁
し
て
は

な
ら
な
い
。

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
欄
の
期
間
中
遊
漁
し
て
は

な
ら
な
い
。

区

域

期

間

区

域

期

間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

代
表
取
締
役

柳

井

隆

博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

外
一
者

４

変
更
の
年
月
日

令
和
三
年
四
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
八
月
十
八
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
九
月
七
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
七
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
一

月
七
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

宇
佐
市
複
合
店
舗

宇
佐
市
大
字
辛
島
二
百
七
十
九
番
地
の
一

外
十
三
筆

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柳

井

隆

博

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

外
一
者

３

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

廃
止
前

千
五
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
止
後

四
百
一
平
方
メ
ー
ト
ル

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

令
和
三
年
九
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
八
月
十
八
日

大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則
の

変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

大
野
川
漁
業
協
同
組
合

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
久
原
六
百
八
十
六
番
地
五

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
三
号

三

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

令
和
三
年
九
月
七
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）
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略
）

（
略
）

（
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）
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（
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（
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（
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（
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（
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
野
川

大
分
市
丸
亀

「
大
野
川
防
災
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」
か
ら
下
流
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

か
ら
同
施
設
か
ら
下
流

二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
間

の
区
域

（
略
）

大
野
川

大
分
市
松
岡

舟
本
大
橋
下
流
端
か
ら

下
流
一
五
〇
メ
ー
ト
ル

と
同
橋
下
流
端
か
ら
下

流
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
の

間
の
区
域

（
略
）

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

七
十
六

野
積
場

二
五
四
・
二
五
七
平
方

メ
ー
ト
ル

附
属
地

七
十
六

野
積
場

二
五
四
・
二
五
七
平
方

附
属
地

メ
ー
ト
ル

七
十
七

駐
車
場

一
、
一
五
六
・
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル

附
属
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備

考

山
口
B

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
日
田
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

迫
D

日
田
市

大
字
三

和

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

釜
戸

日
田
市

大
字
鶴

河
内
及

び
大
字

大
肥

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

名
本

日
田
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

令
和
四
年
四
月
一
日

大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
に
備
え
置
い

て
一
般
の
供
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
分
港
の
㈡
概
要
の
西
大
分
地
区
の
表
中

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
九
月
七
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）



大
字
大

肥

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

口
の
坪

B

日
田
市

大
字
三

和

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

城
町

日
田
市

大
字
北

豆
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
寒
水

B

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

夜
明
関

町
⑤

日
田
市

大
字
夜

明

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
村
①

B

日
田
市

大
字
夜

明

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

諸
留
町

④
D

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

古
田
①

E

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

古
田
①

F

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

区
域

鰐
②
B

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

露
木
③

B

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

足
刈
②

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

方
司
口

②
B

日
田
市

大
字
大

肥

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
河
内

②
B

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

伏
木
町

B

日
田
市

大
字
花

月

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

伏
木
町

日
田
市

大
字
花

月

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

夜
明
関

町
②
B

日
田
市

大
字
夜

明

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
三
年
九
月
七
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）



夜
明
関

町
②

日
田
市

大
字
夜

明

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

夜
明
関

町
E

日
田
市

大
字
夜

明

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
鶴
B

日
田
市

大
字
大

肥

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
鹿
田

③
B

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柚
ノ
木

②

日
田
市

大
字
鶴

河
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
尾
④

日
田
市

大
字
小

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

名
里
C

日
田
市

大
字
求

来
里

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

片
峰

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

塚
脇
C

日
田
市

大
字
求

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

来
里
及

び
大
字

田
島

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

大
石
峠

B

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
尾
③

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
尾
④

D

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岩
戸
⑨

B

日
田
市

大
字
東

有
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

串
川
二

丁
目
③

日
田
市

大
字
高

瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

串
川
町

一
丁
目

⑤

日
田
市

大
字
高

瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
原
③

日
田
市

大
字
小

山

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

〇
教
育
委
員
会
告
示

令
和
三
年
九
月
七
日

六

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）



大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
設
置
者
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

一

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
イ
ン
高
等
学
院

大
分
市
末
広
町
二
丁
目
十
番
二
十
四
号

二

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
九
月
三
十
日

〇
公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
三
年
九
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

日
田
市
大
字
西
有
田
字
内
ノ
下
千
三
百
五
番
七
ほ
か
八
筆

二

開
発
区
域
の
面
積

五
千
百
九
十
三
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

日
田
市
上
城
内
町
千
二
百
十
六
番
一

株
式
会
社
ワ
イ
ケ
イ
テ
ィ
リ
ー
ス

代
表
取
締
役

中

島

幸

生

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
三
年
八
月
二
十
四
日

令
和
三
年
九
月
七
日

七

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
公
告
）


